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質
問
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四
七
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答

弁

第

四

七

号 

    
衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
山
岳
遭
難
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
四
第
四
七
号 

昭
和
五
十
六
年
六
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 

福 
田 

 

一 

殿 内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理 

 

国

務

大

臣   

中 

曾 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
山
岳
遭
難
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

山
岳
遭
難
対
策
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
の
密
接
な
協
力
を
得
て
、
山
岳
遭
難
対
策
中
央
協

議
会
に
お
い
て
、
毎
年
、
登
山
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
警
告
を
発
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
及
び
関
係

団
体
に
お
い
て
、
登
山
指
導
者
の
養
成
及
び
資
質
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
会
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 ま

た
、
登
山
に
関
す
る
条
例
の
制
定
、
監
視
体
制
の
強
化
等
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
の
実
情
に
応
じ

関
係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
関
係
地
方

公
共
団
体
に
対
し
指
導
、
助
言
を
行
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

警
察
の
山
岳
遭
難
救
助
対
策
に
要
す
る
費
用
は
、
こ
の
業
務
の
性
格
な
ど
か
ら
、
当
該
山
岳
所
在
県
に
お
い

て
負
担
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。 

ま
た
、
夏
山
の
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
班
の
通
常
の
活
動
に
伴
う
報
酬
に
つ
い
て
国
が
助
成
す
る
こ
と
は
、
極
め

て
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

民
間
の
救
助
隊
員
が
遭
難
者
救
助
の
た
め
の
捜
索
活
動
中
に
災
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
警
察
官
の
職
務
に

協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

四 

 




